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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　乗り物用エクササイズシステムであって、
　　少なくとも一つの座席および操舵輪を含む一つ以上の内部構造を含む乗り物と通信す
るように構成された少なくとも一つのエクササイズ監視装置
を備え、上記少なくとも一つのエクササイズ監視装置は処理回路機構を含み、上記処理回
路機構は、
　　　上記一つ以上の内部構造において実施される一つ以上のエクササイズ動作を検出し
、
　　　上記検出された一つ以上のエクササイズ動作に基づいて上記乗り物を作動させ、
　　　上記検出された一つ以上のエクササイズ動作の一つ以上の生理学的パラメータを監
視し、
　　　上記一つ以上の生理学的パラメータに基づいて、将来のエクササイズ動作に関する
推奨案を決定し、
　　　上記一つ以上の生理学的パラメータおよび上記決定された推奨案に対応する一つ以
上の通知を出力する、
ように構成され、
　上記エクササイズ監視装置は、上記検出された一つ以上のエクササイズ動作に基づいて
上記乗り物の操舵制御、加速制御および減速制御のうちの少なくとも一つを作動させるよ
うに構成された複数のアクチュエータを更に備え、
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　上記乗り物は、上記乗り物の自律巡航制御を行うように構成され、
　上記アクチュエータは、上記乗り物の自律巡航制御を補足する上記乗り物の制御を作動
させるように構成され、
　上記乗り物は、自動車、トラック、バン、または、スポーツユーティリティ車であり、
　上記検出された一つ以上のエクササイズ動作は、自転車漕ぎ動作、ボート漕ぎ動作、脚
部の引き上げ動作、前後への操舵輪の押し引き動作、上半身を反らす動作、腹筋の収縮動
作、懸垂動作、および、ランニング動作のうちの少なくとも一つを含む、
乗り物用エクササイズシステム。
【請求項２】
　上記一つ以上の生理学的パラメータは、心拍数、血圧および呼吸速度のうちの少なくと
も一つを含む、請求項１記載の乗り物用エクササイズシステム。
【請求項３】
　上記処理回路機構は更に、上記少なくとも一つの座席、上記操舵輪、および、運転者に
より装着可能な少なくとも一つのデバイスのうちの少なくとも一つに配置された一つ以上
の物理的接触センサを介して上記一つ以上の生理学的パラメータを検出するように構成さ
れる、請求項１記載の乗り物用エクササイズシステム。
【請求項４】
　上記推奨案は、上記検出された一つ以上のエクササイズ動作を停止または変更するとの
推奨案である、請求項１記載の乗り物用エクササイズシステム。
【請求項５】
　上記一つ以上の通知は、上記少なくとも一つのエクササイズ監視装置と通信するグラフ
ィックディスプレイを介して視覚的に、且つ、少なくとも一つのスマートメニュー装置と
通信するスピーカを介して聴覚的に、出力される、請求項１記載の乗り物用エクササイズ
システム。
【請求項６】
　乗り物においてエクササイズを監視する方法であって、
　　少なくとも一つのエクササイズ監視装置の処理回路機構を介して、上記乗り物の一つ
以上の内部構造において実施される一つ以上のエクササイズ動作を検出する段階と、
　　上記検出された一つ以上のエクササイズ動作に基づき、上記処理回路機構を介して、
上記乗り物を作動させる段階と、
　　上記処理回路機構を介し、上記検出された一つ以上のエクササイズ動作の一つ以上の
生理学的パラメータを監視する段階と、
　　上記一つ以上の生理学的パラメータに基づいて、将来のエクササイズ動作に関する推
奨案を決定する段階と、
　　上記一つ以上の生理学的パラメータおよび上記決定された推奨案に対応する一つ以上
の通知を出力する段階と、
　上記検出された一つ以上のエクササイズ動作に基づいて上記乗り物の操舵制御、加速制
御および減速制御のうちの少なくとも一つを複数のアクチュエータにより作動させる段階
と、
を備え、
　上記乗り物は、上記乗り物の自律巡航制御を行うように構成され、
　上記アクチュエータにより作動させる段階は、上記乗り物の自律巡航制御を補足する上
記乗り物の制御を作動させる段階を備え、
　上記乗り物は、自動車、トラック、バン、または、スポーツユーティリティ車であり、
　上記検出された一つ以上のエクササイズ動作は、自転車漕ぎ動作、ボート漕ぎ動作、脚
部の引き上げ動作、前後への操舵輪の押し引き動作、上半身を反らす動作、腹筋の収縮動
作、懸垂動作、および、ランニング動作のうちの少なくとも一つを含む、
方法。
【請求項７】
　上記一つ以上の生理学的パラメータは、心拍数、血圧および呼吸速度のうちの少なくと
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も一つを含む、請求項６記載の方法。
【請求項８】
　少なくとも一つの座席、操舵輪、および、運転者により装着可能な少なくとも一つのデ
バイスのうちの少なくとも一つに配置された一つ以上の物理的接触センサを介して上記一
つ以上の生理学的パラメータを検出する段階を更に備える、請求項６記載の方法。
【請求項９】
　上記推奨案は、上記検出された一つ以上のエクササイズ動作を停止または変更するとの
推奨案である、請求項６記載の方法。
【請求項１０】
　上記一つ以上の通知は、上記少なくとも一つのエクササイズ監視装置と通信するグラフ
ィックディスプレイを介して視覚的に、且つ、少なくとも一つのスマートメニュー装置と
通信するスピーカを介して聴覚的に、出力される、請求項６記載の方法。
【請求項１１】
　エクササイズ監視装置であって、
　　処理回路機構
を具備し、上記処理回路機構は、
　一つ以上のエクササイズ動作を検出し、
　　上記検出された一つ以上のエクササイズ動作に基づいて少なくとも一台の乗り物を作
動させ、
　上記検出された一つ以上のエクササイズ動作の一つ以上の生理学的パラメータを監視し
、
　上記一つ以上の生理学的パラメータに基づいて、将来のエクササイズ動作に関する推奨
案を決定し、
　上記一つ以上の生理学的パラメータおよび上記決定された推奨案に対応する一つ以上の
通知を出力する、
ように構成され、
　上記エクササイズ監視装置は、上記検出された一つ以上のエクササイズ動作に基づいて
上記乗り物の操舵制御、加速制御および減速制御のうちの少なくとも一つを作動させるよ
うに構成された複数のアクチュエータを更に備え、
　上記乗り物は、上記乗り物の自律巡航制御を行うように構成され、
　上記アクチュエータは、上記乗り物の自律巡航制御を補足する上記乗り物の制御を作動
させるように構成され、
　上記乗り物は、自動車、トラック、バン、または、スポーツユーティリティ車であり、
　上記検出された一つ以上のエクササイズ動作は、自転車漕ぎ動作、ボート漕ぎ動作、脚
部の引き上げ動作、前後への操舵輪の押し引き動作、上半身を反らす動作、腹筋の収縮動
作、懸垂動作、および、ランニング動作のうちの少なくとも一つを含む、
エクササイズ監視装置。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　本明細書において提供される「背景技術」の記載は、本開示内容の状況を概略的に呈示
するためのものである。この背景技術の部分に記載される限りにおいて、本願願書に記載
の発明者の業績又は文献を、出願の時点における先行技術として別途認定されないかもし
れない記載の解釈とともに、明示的にも暗示的にも、本開示内容に対する先行技術として
自認しない。
【０００２】
　眠気、倦怠感、および、座りがちな状態に直面する運転者は、道路上で危険であり得る
。これらの運転者は、他者に対して危険を引き起こす。と言うのも、その注意が車両の運
転に集中されないからである。斯かる状態はまた、運転者自身に対する問題も引き起こす
。と言うのも、これらの状態が運転者の健康に悪影響を及ぼすからである。運転者の健康
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および安全性、ならびに、道路上における他者の安全性を促進することが好適である。
【０００３】
　現在、車両の内部に配置されて運転者のエクササイズ動作を促進するシステムがある。
たとえば、特許文献１において、システムは、道路上において運転者の眠気に対処する。
別の例において、特許文献２において、システムは、道路上で運転者が感じ得る倦怠感に
対処する。運転者にとって、自身が内部に置かれた車両を運転し続けながらエクササイズ
を行い得ることは、有用であろう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許第８，０９８，１６５Ｂ２号
【特許文献２】米国特許第７，９８２，６２０Ｂ２号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　運転者が疲労または倦怠感を感じたときに運転者に通知しようとする双方向眠気監視シ
ステムが乗り物内に存在している。これらのシステムは、運転者の位置を監視すると共に
、運転者が乗り物の運転に対する集中を喪失した時点を決定する。上記眠気監視システム
は、運転者の疲労に対処すると共に、能動的に斯かる疲労を低減するようにしている。し
かし、上記眠気監視システムは、眠気減少の作用を実施している間に、ユーザが乗り物を
効果的に運転することを可能にしない。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　例示的見地において、乗り物用エクササイズシステムは、少なくとも一つの座席および
操舵輪を含む一つ以上の内部構造を含む乗り物と通信するように構成された少なくとも一
つのエクササイズ監視装置を含む。上記少なくとも一つのエクササイズ監視装置は処理回
路機構を含み、上記処理回路機構は、上記一つ以上の内部構造において実施される一つ以
上のエクササイズ動作を検出し、上記検出された一つ以上のエクササイズ動作に基づいて
上記乗り物を作動させる、ように構成された処理回路機構を含む。上記処理回路機構は更
に、上記検出された一つ以上のエクササイズ動作の一つ以上の生理学的パラメータを監視
し、上記一つ以上の生理学的パラメータに基づいて、将来のエクササイズ動作に関する推
奨案を決定し、上記一つ以上の生理学的パラメータおよび上記決定された推奨案に対応す
る一つ以上の通知を出力する、ように構成される。
【０００７】
　例示的な実施形態に関する上述の概略的な説明、および、以下の詳細な説明は、本開示
内容の教示の単なる例示的な見地であり、限定的なものではない。
【０００８】
　本開示内容およびそれに付随する多くの利点は、添付図面に関連付けて検討したときに
以下の詳細な説明を参照することによりよく理解されることになるので、容易により完全
に理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】幾つかの見地に係る、乗り物を制御するためのエクササイズシステムの例示的概
略図である。
【図２】幾つかの見地に係る、エクササイズシステムのデータワークフローの例示的概略
図である。
【図３】幾つかの見地に係る、エクササイズ動作検出および応答プロセスのアルゴリズム
的フローチャートである。
【図４】幾つかの見地に係る、生理学的パラメータ監視および応答プロセスのアルゴリズ
ム的フローチャートである。
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【図５】幾つかの例示的見地に係る、エクササイズ監視装置のハードウェアブロック図で
ある。
【図６】幾つかの例示的見地に係る、データ処理システムのハードウェアブロック図であ
る。
【図７】幾つかの例示的見地に係る、ＣＰＵのハードウェアブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　図面において、幾つかの図を通し、同様の参照番号は、同一のまたは対応する部材を表
している。更に、本明細書中で用いられるように、「一つの（ａ）」、「一つの（ａｎ）
」、および、同様の語句は、概略的に、別様に述べられるのでなければ、「一つ以上の」
という意味を有している。
【００１１】
　図１は、本開示内容の幾つかの見地に係る、乗り物または車両または輸送体を制御する
ためのエクササイズシステム１００の例示的概略図である。乗り物を制御するためのエク
ササイズシステム１００は、乗り物１０２、エクササイズ監視装置１０４、および、ネッ
トワーク１１２を含んでいる。乗り物を制御するためのエクササイズシステム１００は、
乗り物１０２において実施されたエクササイズ動作を検出し、エクササイズ動作に基づい
て乗り物１０２を操作し、エクササイズ動作を実施しているユーザ１１０の生理学的パラ
メータを監視し、上記生理学的パラメータに基づいてエクササイズ動作の推奨案を提供す
る、ように構成される。
【００１２】
　乗り物１０２は、ネットワーク１１２を介してエクササイズ監視装置１０４と通信する
と共に、座席１０６、操舵輪１０８、および、ユーザ１１０を含んでいる。乗り物１０２
には、自動車、トラック、バン、スポーツユーティリティ車などが含まれ得る。乗り物１
０２は、エクササイズ監視装置１０４の処理回路機構により制御され得る。本開示内容の
幾つかの見地において、乗り物１０２は、ユーザ１１０の手動制御と組み合わされて、ネ
ットワーク１１２を介してエクササイズ監視装置１０４の回路機構により制御され得る。
他の見地において、乗り物１０２は、自律的であるように、且つ、ネットワーク１１２を
介してエクササイズ監視装置１０４から作動命令を受信するように、構成され得る。
【００１３】
　エクササイズ監視装置１０４は、ネットワーク１１２を介して乗り物１０２と通信する
。エクササイズ監視装置１０４は、エクササイズ動作を検出するように、且つ、エクササ
イズ動作に基づいて乗り物１０２を作動させるように構成された、処理回路機構を含む。
エクササイズ監視装置１０４は、エクササイズ動作の訓練用実例を記憶するように構成さ
れたメモリを含み得る。上記訓練用実例は、エクササイズ監視装置１０４の処理回路機構
によりアクセスされることで、実施されているエクササイズ動作を回路機構が検出するこ
とを支援し得る。エクササイズ監視装置１０４の上記回路機構は、ユーザ１１０の動きを
メモリに記憶されたエクササイズ動作の訓練用実例と比較するように構成され得る。上記
エクササイズ動作は、ユーザ１１０により実施され得る。ユーザ１１０は、乗り物１０２
の座席１０６および操舵輪１０８と相互作用して上記エクササイズ動作を実施し得る。上
記エクササイズ動作には、自転車漕ぎ動作、ボート漕ぎ動作、脚部の引き上げ動作、操舵
輪１０８の前後移動動作、腹筋の緊張動作、懸垂動作、ランニング動作などが含まれ得る
。エクササイズ動作検出およびエクササイズ動作決定のプロセスは、本明細書において更
に説明される。
【００１４】
　エクササイズ監視装置１０４の回路機構は更に、エクササイズ動作を実施しているユー
ザ１１０の生理学的パラメータを監視するように、且つ、生理学的パラメータに基づいて
エクササイズ動作の推奨案を提供するように、構成され得る。上記生理学的パラメータに
は、心拍数、血圧、呼吸速度などが含まれ得る。エクササイズ監視装置１０４の回路機構
は、監視された生理学的パラメータを所定のしきい値と比較する。上記回路機構は、生理
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学的パラメータの各々に対するしきい値を含み得る。上記しきい値は、対応する生理学的
パラメータに応じて、下限値、上限値、および／または、範囲であり得る。更に、各生理
学的パラメータは、一つよりも多いしきい値に対応し得る。たとえば、心拍数の生理学的
パラメータは、心拍数の上限値を表す第１しきい値、および、心拍数の下限値を表す第２
しきい値を有し得る。しきい値は、対応する生理学的パラメータが、異常状態、致命的状
態、緊急状況などを表し得る場合に依存して決定され得る。
【００１５】
　上記回路機構は更に、生理学的パラメータおよびエクササイズ動作の推奨案に対応する
通知を出力するように構成され得る。上記通知は上記回路機構により、エクササイズ監視
装置１０４と通信するグラフィックディスプレイを介して視覚的に、エクササイズ監視装
置１０４と通信するスピーカを介して聴覚的に、または、両方にて、出力され得る。上記
回路機構は更に、ユーザ１１０が実施すべきエクササイズ動作を推奨するように構成され
得る。推奨されるエクササイズ動作は、エクササイズ監視装置１０４のメモリ内に記憶さ
れたエクササイズ動作であり得る。上記推奨案はまた、ユーザ１１０が一切のエクササイ
ズ動作の実施を停止することの推奨も含み得る。
【００１６】
　本開示内容の幾つかの見地において、エクササイズ監視装置１０４は、一つ以上のエク
ササイズ動作に基づき、乗り物の操舵制御、加速制御、および、減速制御のうちの少なく
とも一つを作動させ得る複数のアクチュエータを含む。上記複数のアクチュエータは、巡
航制御、自動操舵などの乗り物の自律機能性を補足する乗り物１０２の制御を作動させ得
る。たとえば、乗り物１０２は、乗り物１０２が一定の平均速度を維持しながら先行乗り
物の後方に平均距離を維持するという自律巡航制御に設定され得る。上記複数のアクチュ
エータは、ユーザ１１０がエクササイズ動作を介し乗り物１０２の内部構造と相互作用し
てエクササイズ動作の強度に基づき乗り物１０２を加速および／または減速させ得るとい
う速度制御に対応する速度制御アクチュエータを含み得る。エクササイズ監視装置１０４
の回路機構を介した乗り物の制御および作動は、本明細書において更に説明される。
【００１７】
　座席１０６は、乗り物１０２内に配置されると共に、ユーザ１１０がエクササイズ動作
を実施するのを支援するために種々のモードで利用され得る。その故に、座席１０６は、
静的モード、スプリング負荷モードなどに設定され得る。座席１０６のモードは、ユーザ
が種々のエクササイズ動作を実施して、エクササイズ監視装置１０４を介して乗り物１０
２を作動させることを支援し得る。たとえば、ユーザ１１０が、座席１０６に接触し続け
ながら、乗り物１０２の床部に直交する垂直方向に動いて懸垂のエクササイズ動作を実施
できるように、座席１０６はスプリング負荷モードに設定され得る。別の例において、ユ
ーザ１１０が、座席１０６に接触し続けながら、乗り物１０２の床部と平行な長手方向に
動いてボート漕ぎのエクササイズ動作を実施できるように、座席１０６はスプリング負荷
モードに設定され得る。
【００１８】
　操舵輪１０８は、乗り物１０２内に配置されると共に、ユーザ１１０がエクササイズ動
作を実施するのを支援するために種々のモードで利用され得る。その故に、操舵輪１０８
は、静的モード、スプリング負荷モードなどに設定され得る。操舵輪のモードは、ユーザ
が種々のエクササイズ動作を実施して、上記エクササイズ監視装置を介して乗り物１０２
を作動させることを支援し得る。たとえば、ユーザが、操舵輪１０８および座席１０６の
両方に接触し続けながら、操舵輪１０８の長手方向に動いてボート漕ぎのエクササイズ動
作を実施できるように、操舵輪１０８はスプリング負荷モードに設定され得る。
【００１９】
　ネットワーク１１２は、一つ以上のネットワーク１１２を表すと共に、乗り物１０２お
よびエクササイズ監視装置１０４に接続される。ネットワーク１１２は、Ｅｔｈｅｒｎｅ
ｔ（登録商標）、ＬＡＮのような有線ネットワーク、または、公知である他の任意の有線
形態の通信を介して通信し得る。ネットワーク１１２はまた、ＷｉＦｉ、Ｂｌｕｅｔｏｏ
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ｔｈ（登録商標）、ＥＤＧＥ、３Ｇおよび４Ｇ無線セルラシステムなどのセルラネットワ
ーク、赤外線のような無線ネットワーク、または、公知である他の任意の無線形態の通信
を介して通信し得る。
【００２０】
　図２は、本開示内容の幾つかの見地に係る、エクササイズシステムデータワークフロー
２００の例示的概略図である。エクササイズシステムデータワークフロー２００は、エク
ササイズ動作データの獲得、乗り物１０２を作動させるためのエクササイズ動作データの
活用、生理学的パラメータの監視、および、生理学的パラメータに基づくエクササイズ動
作推奨案の出力を記述している。ユーザ１１０は、エクササイズ監視装置１０４の回路機
構により検出され得るエクササイズ動作２０２を実施する。エクササイズ動作は、座席１
０６および操舵輪１０８を利用してユーザ１１０により実施され得る。座席１０６および
操舵輪１０８は、静的、スプリング負荷などのようなモードに設定され得る。エクササイ
ズ監視装置１０４の回路機構は、エクササイズ動作２０２の存在を検出すると共に、実施
されているエクササイズ動作２０４を決定する。上記回路機構は、乗り物１０２の内部構
造との相互作用を介してエクササイズ動作２０２を検出し得る。上記回路機構は、一つ以
上の検出されたエクササイズ動作２０２に基づいて乗り物１０２の操舵制御、加速制御お
よび減速制御のうちの少なくとも一つを作動させるように構成された複数のアクチュエー
タを含み得る。エクササイズ監視装置１０４の回路機構は、上記エクササイズ動作に対応
するデータを獲得すると共に、データをエクササイズ動作の訓練用実例と比較し得る。訓
練用実例は、エクササイズ監視装置１０４のメモリ内に記憶され得ると共に、エクササイ
ズ動作が検出されたときにアクセスされ得る。
【００２１】
　エクササイズ監視装置１０４の回路機構は、実施されているエクササイズ動作の強度レ
ベル２０６を決定するように構成され得る。エクササイズ動作の強度レベル２０６は、乗
り物１０２を所定速度にて作動させる２０８ように利用され得る。たとえば、ボート漕ぎ
のエクササイズ動作は、乗り物１０２の加速度を増大させるためにユーザ１１０により実
施され得る。ユーザ１１０のボート漕ぎ動作の強度は、ユーザ１１０が操舵輪１０８を長
手方向に、および／または、座席１０６を長手方向に、物理的に作動させるボート漕ぎ動
作速度に対応し得る。ユーザ１１０のボート漕ぎ動作速度は、乗り物１０２の加速度が増
大される速度に対応し得る。その故に、上記回路機構は、ユーザ１１０がボート漕ぎのエ
クササイズ動作を実施したときに、ユーザ１１０のボート漕ぎ動作速度を監視するように
構成され得る。上記回路機構は、決定されたボート漕ぎ動作速度を使用して、乗り物１０
２の加速度をボート漕ぎ動作速度に対応する所定値まで増大し得る。
【００２２】
　別の例において、乗り物１０２を減速させるためにユーザ１１０は懸垂のエクササイズ
動作を実施し得る。この例において、ユーザ１１０が懸垂のエクササイズ動作を実施する
時間長さが測定され得る。幾つかの見地において、上記回路機構は、座席１０６がスプリ
ング負荷モードに固定されたときに座席の垂直移動に基づき、懸垂のエクササイズ動作を
決定し得る。他の見地において、上記回路機構は、座席１０６が静的モードにあるときに
ユーザ１１０の垂直移動に基づき、懸垂のエクササイズ動作を決定し得る。その故に、上
記回路機構は、ユーザ１１０が懸垂のエクササイズ動作をもはや実施していないことが検
出されるまで、または、乗り物１０２が完全な停止状態に減速されるまで、乗り物１０２
を継続的に減速させるように構成され得る。幾つかの見地において、単一のエクササイズ
動作の所定の高強度に基づいて乗り物１０２を加速し、且つ、所定の低強度に基づいて乗
り物１０２を減速するために、乗り物１０２の内部構造において単一のエクササイズ動作
が実施され得る。
【００２３】
　エクササイズ監視装置１０４の回路機構は、エクササイズ動作を実施しているユーザ１
１０の生理学的パラメータ２１０を監視し得る。生理学的パラメータには、心拍数、血圧
、呼吸速度などが含まれる。本開示内容の幾つかの見地において、上記回路機構は、エク
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ササイズ動作が検出されたときに自動的に複数の生理学的パラメータ２１０を監視する。
他の見地において、上記回路機構は、一つ以上の生理学的パラメータの測定をユーザ１１
０が回路機構に対して催促したときに、生理学的パラメータ２１０を監視する。上記回路
機構は、上記座席、操舵輪および／またはウェアラブルデバイスに配置された一つ以上の
物理的接触センサを介して生理学的パラメータ２１０を監視し得る。たとえば、上記回路
機構は、操舵輪に配置された物理的接触センサを介して、乗り物１０２のユーザ１１０の
心拍数を継続的に検出し得る。本開示内容の幾つかの見地において、上記回路機構は、操
舵輪における物理的接触センサを介し生理学的パラメータ２１０を監視して、生理学的パ
ラメータに基づく聴覚的フィードバックおよび／または触覚的フィードバックの形態で通
知をウェアラブルデバイスに伝達する。別の例において、上記回路機構は、上記ウェアラ
ブルデバイスに配置された物理的接触センサを介して、ウェアラブルデバイスにおいて生
理学的パラメータを監視し得る。
【００２４】
　測定された生理学的パラメータ２１０に基づき、上記回路機構は、エクササイズ動作の
推奨案２１２を提供し得る。推奨されたエクササイズ動作２１２は、ユーザ１１０が過剰
にエクササイズすること、極度の疲労を感じることなどを阻止する意図を備え得る。さら
に、推奨されたエクササイズ動作２１２は、測定された生理学的パラメータが、容認可能
な生理学的パラメータ値の所定しきい値未満であると決定されたか否かについてのユーザ
の認識を促進しようとすることができる。上記回路機構は更に、上記生理学的パラメータ
およびエクササイズ動作の推奨案２１２に対応する通知を出力するように構成され得る。
上記通知は、上記回路機構により、エクササイズ監視装置１０４と通信するグラフィック
ディスプレイを介して視覚的に、エクササイズ監視装置１０４と通信するスピーカを介し
て聴覚的に、または、両方にて、出力され得る。
【００２５】
　図３は、本開示内容の幾つかの見地に係る、エクササイズ動作検出および応答プロセス
３００のアルゴリズム的フローチャートである。エクササイズ動作検出および応答プロセ
ス３００は、エクササイズ監視装置１０４の回路機構が実施されているエクササイズ動作
を監視しエクササイズ動作に基づいて乗り物１０２を作動させるプロセスを記述している
。ステップ３０２において、上記回路機構によりエクササイズ動作が検出されたか否かが
決定される。上記回路機構は、座席１０６および／または操舵輪１０８のような乗り物１
０２の内部構造との物理的相互作用を介してエクササイズ動作を検出するように構成され
得る。上記回路機構によりエクササイズ動作が検出されて、ステップ３０２における「Ｙ
ｅｓ」に帰着したなら、エクササイズ動作検出および応答プロセス３００はステップ３０
４に進む。上記回路機構によりエクササイズ動作が検出されず、ステップ３０２における
「Ｎｏ」に帰着したなら、上記エクササイズ動作検出および応答プロセスは、ステップ３
０２を反復する。
【００２６】
　ステップ３０４にて、エクササイズ監視装置１０４の回路機構は、いずれのエクササイ
ズ動作が実施されているかを決定する。上記回路機構は、乗り物１０２の内部構造との相
互作用を介してエクササイズ動作２０４を決定し得る。たとえば、ボート漕ぎのエクササ
イズ動作がユーザ１１０により実施され得る。ユーザ１１０のボート漕ぎ動作は、長手方
向における操舵輪１０８、および／または、長手方向における座席１０６の物理的な作動
に対応し得る。エクササイズ監視装置１０４の回路機構は、エクササイズ動作に対応する
データを獲得し、データをエクササイズ動作の訓練用実例と比較する、ように構成され得
る。上記訓練用実例は、エクササイズ監視装置１０４のメモリ内に記憶され得ると共に、
エクササイズ動作が検出されたときに比較のためにアクセスされ得る。
【００２７】
　ステップ３０６において、上記回路機構は、ユーザ１１０により実施されているエクサ
サイズ動作の強度レベルを決定する。一例において、乗り物１０２の加速度を増大するた
めに、ユーザ１１０がボート漕ぎのエクササイズ動作を実施し得る。ボート漕ぎ動作の強
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度は、ユーザ１１０が操舵輪１０８を長手方向に、且つ／又は、座席１０６を長手方向に
物理的に作動させるボート漕ぎ動作速度に対応し得る。ユーザ１１０のボート漕ぎ動作速
度は、乗り物１０２の加速度が増大される速度に対応し得る。その故に、上記回路機構は
、ユーザ１１０がボート漕ぎのエクササイズ動作を実施したときに、ユーザ１１０のボー
ト漕ぎ動作速度を監視するように構成され得る。上記回路機構は、決定されたボート漕ぎ
動作速度を使用して、乗り物１０２の加速度をボート漕ぎ動作速度に対応する所定値まで
増大し得る。
【００２８】
　ステップ３０８において、上記回路機構は、エクササイズ動作の強度に基づいて乗り物
１０２を作動させる。ユーザ１１０がエクササイズ動作を実施している時間長さに亙り所
定速度にて乗り物１０２を作動させるのに、上記エクササイズ動作の強度レベルが利用さ
れ得る。ボート漕ぎ動作の例において、ユーザ１１０のボート漕ぎ動作速度は、乗り物１
０２の加速度が増大される速度に対応し得る。幾つかの見地において、上記回路機構は、
乗り物１０２の加速度を腕振り速度に対応する所定値まで増大させるために、決定された
ボート漕ぎ動作速度を利用し得る。上記腕振り速度は、乗り物１０２のユーザ１１０がボ
ート漕ぎのエクササイズ動作を実施している間に自身の腕を振る速度に対応し得る。他の
見地において、上記回路機構は、乗り物１０２の加速度を、脚部の伸張または収縮速度に
対応する所定値まで増大させるために、決定されたボート漕ぎ動作速度を利用し得る。脚
部の伸張または収縮速度は、乗り物１０２のユーザ１１０がボート漕ぎのエクササイズ動
作を実施している間に自身の脚部を伸張または収縮する速度に対応し得る。別の例におい
て、乗り物１０２は、乗り物１０２が、一定の平均速度を維持することに加え、先行乗り
物の後方に平均距離を維持するように構成されるという自律巡航制御に設定され得る。複
数のアクチュエータは、ユーザ１１０がエクササイズ動作を通し乗り物１０２の内部構造
と相互作用してエクササイズ動作の強度に基づき乗り物１０２を加速または減速させ得る
という速度制御に対応する速度制御アクチュエータを含み得る。幾つかの見地において、
単一のエクササイズ動作の所定の高強度に基づいて乗り物１０２を加速し、且つ、所定の
低強度に基づいて乗り物１０２を減速するために、乗り物１０２の内部構造において単一
のエクササイズ動作が実施され得る。他の見地において、単一のエクササイズ動作の所定
の低強度に基づいて乗り物１０２を加速し、且つ、所定の高強度に基づいて乗り物１０２
を減速するために、乗り物１０２の内部構造において単一のエクササイズ動作が実施され
得る。
【００２９】
　図４は、本開示内容の幾つかの見地に係る生理学的パラメータ監視および応答プロセス
４００のアルゴリズム的フローチャートである。生理学的パラメータ監視および応答プロ
セス４００は、エクササイズ監視装置１０４の回路機構が、エクササイズ動作を実施して
いるユーザ１１０の生理学的パラメータを監視し、監視された生理学的パラメータに基づ
いてエクササイズ動作の推奨案を提供するというプロセスを記述している。ステップ４０
２において、上記回路機構によりエクササイズ動作が検出されたか否かが決定される。上
記回路機構は、座席１０６および／または操舵輪１０８のような乗り物１０２の内部構造
との物理的相互作用を介してエクササイズ動作を検出するように構成され得る。上記回路
機構によりエクササイズ動作が検出されて、ステップ４０２における「Ｙｅｓ」に帰着し
たなら、生理学的パラメータ監視および応答プロセス４００はステップ４０４に進む。上
記回路機構によりエクササイズ動作が検出されず、ステップ４０２における「Ｎｏ」に帰
着したなら、生理学的パラメータ監視および応答プロセス４００は、ステップ４０２を反
復する。
【００３０】
　ステップ４０４において、エクササイズ監視装置１０４の回路機構は、エクササイズ動
作を実施しているユーザ１１０の生理学的パラメータを監視し得る。上記生理学的パラメ
ータには、心拍数、血圧、呼吸速度などが含まれる。本開示内容の幾つかの見地において
、上記回路機構は、エクササイズ動作が検出されたときに自動的に複数の生理学的パラメ
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ータを監視する。他の見地において、上記回路機構は、一つ以上の生理学的パラメータの
測定をユーザ１１０が回路機構に対して催促したときに、生理学的パラメータを監視する
。上記回路機構は、上記座席、操舵輪および／またはウェアラブルデバイスに配置された
一つ以上の物理的接触センサを介して生理学的パラメータを監視し得る。
【００３１】
　ステップ４０６において、上記生理学的パラメータが所定しきい値を満足するか否かが
決定される。エクササイズ監視装置１０４の回路機構は、監視された生理学的パラメータ
を、所定しきい値と比較する。上記回路機構は、生理学的パラメータの各々に対するしき
い値を含む。上記しきい値は、対応する生理学的パラメータに依存して、下限値、上限値
、および／または、範囲であり得る。更に、各生理学的パラメータは、一つより多いしき
い値に対応し得る。たとえば、心拍数の生理学的パラメータは、心拍数の上限値を表す第
１しきい値、および、心拍数の下限値を表す第２しきい値を有し得る。しきい値は、対応
する生理学的パラメータが、異常状態、致命的状態、緊急状況などを表し得る場合に依存
して決定され得る。上記生理学的パラメータが上記所定しきい値を満足して、ステップ４
０６における「Ｙｅｓ」に帰着したなら、生理学的パラメータ監視および応答プロセス４
００はステップ４０４に進む。そうではなく、上記生理学的パラメータが上記所定しきい
値を満足せずに、ステップ４０６における「Ｎｏ」に帰着したなら、生理学的パラメータ
監視および応答プロセス４００は、ステップ４０８に進む。
【００３２】
　ステップ４０８において、エクササイズ監視装置１０４の回路機構は、監視された生理
学的パラメータに基づき、エクササイズ動作の推奨案を提供する。上記回路機構はユーザ
１１０に対し、通知を介し、監視された生理学的パラメータが上記所定しきい値を満足し
ないことを知らせる。上記通知は上記回路機構により、エクササイズ監視装置１０４と通
信するグラフィックディスプレイを介して視覚的に、エクササイズ監視装置１０４と通信
するスピーカを介して聴覚的に、または、両方にて、出力され得る。上記回路機構は更に
、ユーザ１１０がエクササイズ動作を実施するのを推奨するように構成され得る。推奨さ
れるエクササイズ動作は、エクササイズ監視装置１０４のメモリ内に記憶されたエクササ
イズ動作であり得る。上記推奨案はまた、ユーザ１１０が一切のエクササイズ動作の実施
を停止することの推奨を含み得る。
【００３３】
　図５は、幾つかの例示的見地に係るエクササイズ監視装置のハードウェアブロック図を
示している。図５において、エクササイズ監視装置１０４は、これまで記載された／これ
から記載されるプロセスを実施するＣＰＵ５００を含む。プロセスのデータおよび命令は
、メモリ５０２内に記憶され得る。これらのプロセスのデータおよび命令はまた、ハード
ドライブ（ＨＤＤ）のような記憶媒体ディスク５０４、または、可搬式の記憶媒体に記憶
され得るか、遠隔的に記憶され得る。更に、特許請求の範囲に記載の進歩は、本発明のプ
ロセスの命令が記憶されるコンピュータ可読媒体の形態により制限されない。たとえば、
上記命令は、ＣＤ、ＤＶＤ上に、フラッシュメモリ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＰＲＯＭ、ＥＰＲ
ＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ハードディスク、または、エクササイズ監視装置１０４が通信する
サーバまたはコンピュータのような他の任意の処理デバイス内に記憶され得る。
【００３４】
　更に、特許請求の範囲に記載の進歩は、ＣＰＵ５００、および、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　
Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）７、ＵＮＩＸ（登録商標）、Ｓｏｌａｒｉｓ、ＬＩＮＵＸ、
Ａｐｐｌｅ　ＭＡＣ－ＯＳ、および、当業者に公知の他のシステムのようなオペレーティ
ングシステムと協働して実行される、ユーティリティアプリケーション、バックグラウン
ドデーモン、もしくは、オペレーティングシステムのコンポーネント、またはこれらの組
み合わせとして提供され得る。
【００３５】
　エクササイズ監視装置１０４を実現するためのハードウェア要素は、当業者に公知の種
々の回路機構要素により実現され得る。たとえば、ＣＰＵ５００は、米国のインテル社か
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らのＸｅｏｎもしくはＣｏｒｅプロセッサ、米国のＡＭＤ社からのＯｐｔｅｒｏｎプロセ
ッサ、または、当業者により認識され得る他のプロセッサ形式であり得る。代替的に、Ｃ
ＰＵ５００は、当業者により理解されるように、ＦＰＧＡ、ＡＳＩＣ、ＰＬＤ上に、また
は、個別的な論理回路を用いて、実現され得る。更に、ＣＰＵ５００は、協働的に並列に
動作して上述の本発明のプロセスの命令を実施する複数のプロセッサとして実現され得る
。
【００３６】
　図５のエクササイズ動作装置は、ネットワーク１１２とインタフェースで接続するため
の、米国のインテル社からのＩｎｔｅｌ　Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）　ＰＲＯネット
ワークインタフェースカードのようなネットワークコントローラ５０６も含んでいる。理
解され得るように、ネットワーク１１２は、インターネットのようなパブリックネットワ
ーク、または、ＬＡＮもしくはＷＡＮネットワークのような私設ネットワーク、または、
それらの任意の組合せであり得ると共に、ＰＳＴＮもしくはＩＳＤＮサブネットワークも
含み得る。ネットワーク１１２はまた、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）ネットワークのよ
うな有線式とされ得るか、または、ＥＤＧＥ、３Ｇおよび４Ｇ無線セルラシステムなどの
セルラネットワークのような無線式とされ得る。上記無線ネットワークはまた、ＷｉＦｉ
、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、または、公知である他の任意の形態の通信であり得
る。
【００３７】
　エクササイズ監視装置１０４は更に、ディスプレイ５１０（たとえば、ヒューレットパ
ッカード社のＨＰＬ２４４５ｗ　ＬＣＤモニタ）とインタフェースで接続するためのディ
スプレイコントローラ５０８（たとえば、米国のＮＶＩＤＩＡ社からのＮＶＩＤＩＡ　Ｇ
ｅＦｏｒｃｅ　ＧＴＸまたはＱｕａｄｒｏグラフィックスアダプタ）を含んでいる。汎用
Ｉ／Ｏインタフェース５１２は、ディスプレイ５１０上の、または、それとは別体的なタ
ッチスクリーンパネル５１６とインタフェースで接続する。汎用Ｉ／Ｏインタフェースは
また、プリンタおよびスキャナなどの種々の周辺機器５１８（たとえば、ヒューレットパ
ッカード社からのＯｆｆｉｃｅＪｅｔまたはＤｅｓｋＪｅｔ）にも接続される。
【００３８】
　スピーカ／マイクロホン５２２とインタフェースで接続することにより音および／また
は音楽を提供するために、エクササイズ監視装置１０４には、サウンドコントローラ５２
０（たとえば、Ｃｒｅａｔｉｖｅ社からのＳｏｕｎｄ　Ｂｌａｓｔｅｒ　Ｘ－Ｆｉ　Ｔｉ
ｔａｎｉｕｍ）も設けられる。
【００３９】
　汎用記憶装置コントローラ５２４は、記憶媒体ディスク５０４を通信バス５２６に接続
し、通信バス５２６は、エクササイズ監視装置１０４の全ての構成要素を相互接続するた
めの、ＩＳＡ、ＥＩＳＡ、ＶＥＳＡ、ＰＣＩ、または、類似物であり得る。本明細書にお
いて、ディスプレイ５１０、ならびに、ディスプレイコントローラ５０８、記憶装置コン
トローラ５２４、ネットワークコントローラ５０６、サウンドコントローラ５２０、およ
び、汎用Ｉ／Ｏインタフェース５１２の一般的な特徴および機能性の説明は、簡潔さのた
めに省略される、と言うのも、これらの特徴は公知だからである。
【００４０】
　本開示内容に関して記載された例示的な回路要素は、他の要素により置き換えられ得る
と共に、本明細書中に提供された例とは異なるように構造化され得る。更に、本明細書中
に記載された特徴を実施するように構成された回路機構は複数の回路ユニット（たとえば
、チップ）に実現され得るか、または、これらの特徴は、図６に示されるように単一のチ
ップセット上の回路機構に組み合わされ得る。
【００４１】
　図６は、本開示内容の幾つかの例示的見地に係る、データ処理システム６００のハード
ウェアブロック図を示している。データ処理システムは、例示的見地のプロセスを実現す
るコードまたは命令が配置され得るコンピュータの一例である。
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【００４２】
　図６において、データ処理システム６００は、ノースブリッジおよびメモリコントロー
ラハブ（ＮＢ／ＭＣＨ）６２５ならびにサウスブリッジおよび入力／出力（Ｉ／Ｏ）コン
トローラハブ（ＳＢ／ＩＣＨ）６２０を含むハブアーキテクチャを採用している。中央処
理ユニット（ＣＰＵ）６３０はＮＢ／ＭＣＨ６２５に接続される。ＮＢ／ＭＣＨ６２５は
また、メモリバスを介してメモリ６４５に、且つ、アクセラレーテッドグラフィックポー
ト（ＡＧＰ）を介してグラフィックプロセッサ６５０にも接続される。ＮＢ／ＭＣＨ６２
５はまた、（たとえば、ユニファイドメディアインタフェースまたはダイレクトメディア
インタフェースなどの）内部バスを介してＳＢ／ＩＣＨ６２０に接続される。ＣＰＵ処理
ユニット６３０は、一つ以上のプロセッサを含み得ると共に、さらには、一つ以上の異種
のプロセッサシステムを使用して実現され得る。
【００４３】
　図７は、本開示内容の幾つかの例示的見地に係るＣＰＵのハードウェアブロック図を示
している。たとえば、図７は、ＣＰＵ６３０の一実施形態を示している。一実施形態にお
いて、命令レジスタ７３８は、高速メモリ７４０から命令を読出す。これらの命令の少な
くとも一部は、制御ロジック７３６により命令レジスタ７３８からフェッチされると共に
、ＣＰＵ６３０の命令セットアーキテクチャに従って解釈される。命令の一部は、レジス
タ７３２に対しても向けられ得る。一実施形態において、命令はハードワイヤード方式に
従って復号化され、別の実施形態において、命令は、複数のクロックパルスに亙り逐次的
に適用される一群のＣＰＵ構成信号に命令を変換するマイクロプログラムに従って復号化
される。命令がフェッチされて復号化された後、命令は演算論理ユニット（ＡＬＵ）７３
４を用いて実行され、ＡＬＵ７３４は、レジスタ７３２から値をロードするとともに、命
令に従ってロードされた値に対する論理的および数学的な演算を実施する。これらの操作
からの結果は、レジスタ内にフィードバックされ、且つ／又は、高速メモリ７４０に記憶
され得る。幾つかの実施形態に依れば、ＣＰＵ６３０の命令セットアーキテクチャは、縮
小命令セットアーキテクチャ、複合命令セットアーキテクチャ、ベクトルプロセッサアー
キテクチャ、超長命令語アーキテクチャを使用し得る。更に、ＣＰＵ６３０は、フォンノ
イマンモデルまたはハーバードモデルに基づき得る。ＣＰＵ６３０は、デジタル信号プロ
セッサ、ＦＰＧＡ、ＡＳＩＣ、ＰＬＡ、ＰＬＤ、または、ＣＰＬＤであり得る。更に、Ｃ
ＰＵ６３０は、インテル社もしくはＡＭＤ社によるｘ８６プロセッサ；ＡＲＭプロセッサ
、パワーアーキテクチャプロセッサ（たとえばＩＢＭ社による）；サンマイクロシステム
ズ社もしくはオラクル社によるＳＰＡＲＣアーキテクチャプロセッサ；または、他の公知
のＣＰＵアーキテクチャ、であり得る。
【００４４】
　再び図６を参照すると、データ処理システム６００は、ＳＢ／ＩＣＨ６２０がシステム
バスを介し、Ｉ／Ｏバス、読出専用メモリ（ＲＯＭ）６５６、ユニバーサルシリアルバス
（ＵＳＢ）ポート６６４、フラッシュバイナリ入出力システム（ＢＩＯＳ）６６８、およ
び、グラフィックコントローラ６５８に結合されることを含み得る。ＳＢ／ＩＣＨ　ＹＹ
Ｙに対しては、ＰＣＩバス６６２を介してＰＣＩ／ＰＣＩｅデバイスも結合され得る。
【００４５】
　ＰＣＩデバイスには、たとえば、ノートブックコンピュータに対するＥｔｈｅｒｎｅｔ
（登録商標）アダプタ、アドインカード、および、ＰＣカードが含まれ得る。ハードディ
スクドライブ６６０およびＣＤ－ＲＯＭ６６６は、たとえば、インテグレーテッドデバイ
スエレクトロニクス（ＩＤＥ）、または、シリアルアドバンストテクノロジアタッチメン
ト（ＳＡＴＡ）インタフェースを使用し得る。一実施形態において、Ｉ／Ｏバスはスーパ
ーＩ／Ｏ（ＳＩＯ）デバイスを含み得る。
【００４６】
　更に、ＳＢ／ＩＣＨ６２０には、システムバスを介して、ハードディスクドライブ（Ｈ
ＤＤ）６６０および光ドライブ６６６も結合され得る。一実施形態において、システムバ
スにはＩ／Ｏバスを介して、パラレルポート６７８およびシリアルポート６７６が接続さ
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れ得る。ＳＢ／ＩＣＨ６２０には、ＳＡＴＡもしくはＰＡＴＡ、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録
商標）ポート、ＩＳＡバス、ＬＰＣブリッジ、ＳＭＢｕｓ、ＤＭＡコントローラ、および
、オーディオコーデックのような大容量記憶装置コントローラを用いて、他の周辺機器お
よびデバイスが接続され得る。
【００４７】
　本明細書中に記載された機能および特徴は、システムの種々の分散構成要素によっても
実行され得る。たとえば、一つ以上のプロセッサがこれらのシステム機能を実行すること
ができ、その場合、プロセッサは、ネットワークにおいて通信する複数の構成要素に亙り
分散される。分散される構成要素には、種々のヒューマンインタフェースおよび通信デバ
イス（たとえば、ディスプレイモニタ、スマートフォン、タブレット、個人用デジタルア
シスタント（ＰＤＡ））に加え、処理を分担し得る一台以上のクライアントおよびサーバ
マシンが含まれる。上記ネットワークは、ＬＡＮもしくはＷＡＮのようなプライベートネ
ットワーク、または、インターネットのようなパブリックネットワークであり得る。上記
システムに対する入力は、直接的なユーザ入力を介して受信され得ると共に、リアルタイ
ムで、または、バッチプロセスとして遠隔的に受信され得る。
【００４８】
　上述のハードウェアの説明は、本明細書中に記載された機能性を実施するための対応構
造の非限定的な例である。
【００４９】
　多数の実施形態が記載されてきた。しかし、本開示内容の精神および範囲から逸脱せず
に、種々の改変がなされ得ることが理解されるであろう。たとえば、開示された技術の段
階が異なる順序で実施されたとしても、または、開示されたシステムにおける構成要素が
異なる様式で組み合わされたとしても、または、構成要素が他の構成要素により置き換え
られもしくは補完されたとしても、好適な成果が達成され得る。本明細書中に記載された
機能、プロセスおよびアルゴリズムは、ハードウェア、または、ハードウェアにより実行
されるソフトウェア（本明細書中に記載された機能、プロセスおよびアルゴリズムを実行
するためにプログラムコードおよび／またはコンピュータ命令を実行するように構成され
たコンピュータプロセッサおよび／またはプログラマブル回路を含む）において実施され
得る。付加的に、一実施形態は、記載されたのとは同一でないモジュールまたはハードウ
ェア上で実施され得る。従って、他の実施形態は、特許請求の範囲に記載され得る範囲内
にある。
　本開示は以下を含む。
［例１］
　乗り物用エクササイズシステムであって、
　　少なくとも一つの座席および操舵輪を含む一つ以上の内部構造を含む乗り物と通信す
るように構成された少なくとも一つのエクササイズ監視装置
を備え、上記少なくとも一つのエクササイズ監視装置は処理回路機構を含み、上記処理回
路機構は、
　　　上記一つ以上の内部構造において実施される一つ以上のエクササイズ動作を検出し
、
　　　上記検出された一つ以上のエクササイズ動作に基づいて上記乗り物を作動させ、
　　　上記検出された一つ以上のエクササイズ動作の一つ以上の生理学的パラメータを監
視し、
　　　上記一つ以上の生理学的パラメータに基づいて、将来のエクササイズ動作に関する
推奨案を決定し、
　　　上記一つ以上の生理学的パラメータおよび上記決定された推奨案に対応する一つ以
上の通知を出力する、
ように構成される、乗り物用エクササイズシステム。
［例２］
　上記乗り物は、自動車、トラック、バン、または、スポーツユーティリティ車である、
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例１記載の乗り物用エクササイズシステム。
［例３］
　上記検出された一つ以上のエクササイズ動作は、自転車漕ぎ動作、ボート漕ぎ動作、脚
部の引き上げ動作、前後への操舵輪の押し引き動作、上半身を反らす動作、腹筋の収縮動
作、懸垂動作、および、ランニング動作のうちの少なくとも一つを含む、例１記載の乗り
物用エクササイズシステム。
［例４］
　上記少なくとも一つの座席および上記操舵輪は、静的モードおよびスプリング負荷モー
ドの少なくとも一方において上記検出された一つ以上のエクササイズ動作を実施するよう
に構成される、例１記載の乗り物用エクササイズシステム。
［例５］
　上記一つ以上の生理学的パラメータは、心拍数、血圧および呼吸速度のうちの少なくと
も一つを含む、例１記載の乗り物用エクササイズシステム。
［例６］
　上記エクササイズ監視装置は、上記検出された一つ以上のエクササイズ動作に基づいて
上記乗り物の操舵制御、加速制御および減速制御のうちの少なくとも一つを作動させるよ
うに構成された複数のアクチュエータを更に備える、例１記載の乗り物用エクササイズシ
ステム。
［例７］
　上記回路機構は更に、上記少なくとも一つの座席、上記操舵輪、および、運転者により
装着可能な少なくとも一つのデバイスのうちの少なくとも一つに配置された一つ以上の物
理的接触センサを介して上記一つ以上の生理学的パラメータを検出するように構成される
、例１記載の乗り物用エクササイズシステム。
［例８］
　上記推奨された将来のエクササイズ動作は、上記検出された一つ以上のエクササイズ動
作を停止または変更するとの推奨案である、例１記載の乗り物用エクササイズシステム。
［例９］
　上記一つ以上の通知は、上記少なくとも一つのエクササイズ監視装置と通信するグラフ
ィックディスプレイを介して視覚的に、且つ、少なくとも一つのスマートメニュー装置と
通信するスピーカを介して聴覚的に、出力される、例１記載の乗り物用エクササイズシス
テム。
［例１０］
　乗り物においてエクササイズを監視する方法であって、
　　少なくとも一つのエクササイズ監視装置の処理回路機構を介して、上記乗り物の一つ
以上の内部構造において実施される一つ以上のエクササイズ動作を検出する段階と、
　　上記検出された一つ以上のエクササイズ動作に基づき、上記回路機構を介して、上記
乗り物を作動させる段階と、
　　上記回路機構を介し、上記検出された一つ以上のエクササイズ動作の一つ以上の生理
学的パラメータを監視する段階と、
　　上記一つ以上の生理学的パラメータに基づいて、将来のエクササイズ動作に関する推
奨案を決定する段階と、
　　上記一つ以上の生理学的パラメータおよび上記決定された推奨案に対応する一つ以上
の通知を出力する段階と、
を備える方法。
［例１１］
　上記乗り物は、自動車、トラック、バン、または、スポーツユーティリティ車である、
例１０記載の方法。
［例１２］
　上記検出された一つ以上のエクササイズ動作は、自転車漕ぎ動作、ボート漕ぎ動作、脚
部の引き上げ動作、前後への操舵輪の押し引き動作、上半身を反らす動作、腹筋の収縮動
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作、懸垂動作、および、ランニング動作のうちの少なくとも一つを含む、例１０記載の方
法。
［例１３］
　上記乗り物は、静的モードおよびスプリング負荷モードの少なくとも一方において上記
検出された一つ以上のエクササイズ動作を実施するように構成された少なくとも一つの座
席および操舵輪の少なくとも一方を含む、例１０記載の方法。
［例１４］
　上記一つ以上の生理学的パラメータは、心拍数、血圧および呼吸速度のうちの少なくと
も一つを含む、例１０記載の方法。
［例１５］
　上記検出された一つ以上のエクササイズ動作に基づいて上記乗り物の操舵制御、加速制
御および減速制御のうちの少なくとも一つを作動させる段階を更に備える、例１０記載の
方法。
［例１６］
　上記少なくとも一つの座席、上記操舵輪、および、運転者により装着可能な少なくとも
一つのデバイスのうちの少なくとも一つに配置された一つ以上の物理的接触センサを介し
て上記一つ以上の生理学的パラメータを検出する段階を更に備える、例１０記載の方法。
［例１７］
　上記推奨された将来のエクササイズ動作は、上記検出された一つ以上のエクササイズ動
作を停止または変更するとの推奨案である、例１０記載の方法。
［例１８］
　上記一つ以上の通知は、上記少なくとも一つのエクササイズ監視装置と通信するグラフ
ィックディスプレイを介して視覚的に、且つ、少なくとも一つのスマートメニュー装置と
通信するスピーカを介して聴覚的に、出力される、例１０記載の方法。
［例１９］
　エクササイズ監視装置であって、
　　処理回路機構
を具備し、上記処理回路機構は、
　一つ以上のエクササイズ動作を検出し、
　　上記検出された一つ以上のエクササイズ動作に基づいて少なくとも一台の乗り物を作
動させ、
　上記検出された一つ以上のエクササイズ動作の一つ以上の生理学的パラメータを監視し
、
　上記一つ以上の生理学的パラメータに基づいて、将来のエクササイズ動作に関する推奨
案を決定し、
　上記一つ以上の生理学的パラメータおよび上記決定された推奨案に対応する一つ以上の
通知を出力する、
ように構成される、エクササイズ監視装置。
［例２０］
　上記検出された一つ以上のエクササイズ動作に基づいて上記乗り物の操舵制御、加速制
御および減速制御のうちの少なくとも一つを作動させるように構成された複数のアクチュ
エータを更に備える、例１９記載のエクササイズ監視装置。
［例２１］
　乗り物用エクササイズシステムであって、
　　少なくとも一つの座席および操舵輪を含む一つ以上の内部構造を含む乗り物と通信す
るように構成された少なくとも一つのエクササイズ監視装置
を備え、上記少なくとも一つのエクササイズ監視装置は処理回路機構を含み、上記処理回
路機構は、
　　　上記一つ以上の内部構造において実施される一つ以上のエクササイズ動作を検出し
、
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　　　上記検出された一つ以上のエクササイズ動作に基づいて上記乗り物を作動させ、
　　　上記検出された一つ以上のエクササイズ動作の一つ以上の生理学的パラメータを監
視し、
　　　上記一つ以上の生理学的パラメータに基づいて、将来のエクササイズ動作に関する
推奨案を決定し、
　　　上記一つ以上の生理学的パラメータおよび上記決定された推奨案に対応する一つ以
上の通知を出力する、
ように構成され、
　上記エクササイズ監視装置は、上記検出された一つ以上のエクササイズ動作に基づいて
上記乗り物の操舵制御、加速制御および減速制御のうちの少なくとも一つを作動させるよ
うに構成された複数のアクチュエータを更に備え、
　上記乗り物は、自律機能性を有するように構成され、
　上記アクチュエータは、上記乗り物の自律機能性を補足する上記乗り物の制御を作動さ
せるように構成される、
乗り物用エクササイズシステム。
［例２２］
　乗り物においてエクササイズを監視する方法であって、
　　少なくとも一つのエクササイズ監視装置の処理回路機構を介して、上記乗り物の一つ
以上の内部構造において実施される一つ以上のエクササイズ動作を検出する段階と、
　　上記検出された一つ以上のエクササイズ動作に基づき、上記処理回路機構を介して、
上記乗り物を作動させる段階と、
　　上記処理回路機構を介し、上記検出された一つ以上のエクササイズ動作の一つ以上の
生理学的パラメータを監視する段階と、
　　上記一つ以上の生理学的パラメータに基づいて、将来のエクササイズ動作に関する推
奨案を決定する段階と、
　　上記一つ以上の生理学的パラメータおよび上記決定された推奨案に対応する一つ以上
の通知を出力する段階と、
　上記検出された一つ以上のエクササイズ動作に基づいて上記乗り物の操舵制御、加速制
御および減速制御のうちの少なくとも一つを複数のアクチュエータにより作動させる段階
と、
を備え、
　上記乗り物は、自律機能性を有するように構成され、
　上記アクチュエータにより作動させる段階は、上記乗り物の自律機能性を補足する上記
乗り物の制御を作動させる段階を備える、
方法。
［例２３］
　エクササイズ監視装置であって、
　　処理回路機構
を具備し、上記処理回路機構は、
　一つ以上のエクササイズ動作を検出し、
　　上記検出された一つ以上のエクササイズ動作に基づいて少なくとも一台の乗り物を作
動させ、
　上記検出された一つ以上のエクササイズ動作の一つ以上の生理学的パラメータを監視し
、
　上記一つ以上の生理学的パラメータに基づいて、将来のエクササイズ動作に関する推奨
案を決定し、
　上記一つ以上の生理学的パラメータおよび上記決定された推奨案に対応する一つ以上の
通知を出力する、
ように構成され、
　上記エクササイズ監視装置は、上記検出された一つ以上のエクササイズ動作に基づいて
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上記乗り物の操舵制御、加速制御および減速制御のうちの少なくとも一つを作動させるよ
うに構成された複数のアクチュエータを更に備え、
　上記乗り物は、自律機能性を有するように構成され、
　上記アクチュエータは、上記乗り物の自律機能性を補足する上記乗り物の制御を作動さ
せるように構成される、
エクササイズ監視装置。
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